
最終処分場の維持管理計画

安定型最終処分場 (江別市美原1515-1)
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産業廃棄物の受入方法

1.排 出事業者の情報 (受入物の種類、性状、必要に応 じてデータ)を
確認 し、委託契約を行 う。

2.計量時に対象廃棄物以外の混入 。付着がないかマニュフェス ト伝票
との確認を行 う。

3.契約 と違 うものが入つている場合は受入を拒否する。
4.本施設において展開検査により内容を確認する。
5.受入不可物の付着、混入があれば受入を拒否する。

施設操業時の維持管理方法

1.粉塵、飛散、悪臭、害虫等対策のため適切な散水、
2.浸透水、地下水の水質を監視する。
3.施設の日常および定期的な点検・検査を実施する。
4.必要事項を記録・保管し、閲覧に供する。
5.大 雨、地震時には緊急点検を行 う。
6.火災時に備え管理事務所に消火器を設置する。
7.災 害防止に関しては災害防止計画書のとお り行 う。

覆土を施す。

埋立終了後の

施設の維持管理方法

埋立処分が終了した埋立地は、転圧締固を行った厚さ50cmの 上砂によ
り開口部を閉鎖する。また閉鎖 した埋立地は緑地とすることにより、最
終覆土の流出防止を図る。また、廃止基準に係る項目の点検、検査を行
う。

施設整備 。点検の頻度

1.土堰堤天端・法面 (変形、沈下、ひび害!れ、くずれ、■み):1回 /日
2.展開検査場 (ス ペースの確保): 1回 /日
3,埋立使用区画 (飛散・流出、臭気、害虫発生): 1回 /日
4.浸透水採取設備 (変形、沈下、破損): 1回 /日
5.管理・搬入道路 (変形、沈下、わだち): 1回 /日
6.地下水取水設備 (変形、沈下、破損): 1回 /日
7,立札・四い (変形、沈下、破損): 1回 /日
8.埋立済み区画 (変形、沈下、覆土状況): 1回 /日

維持管理に関する記録及び閲覧方法
埋め立てられた廃棄物の種類、数量及び最終処分場の維持管理にあ

たって行った点検、検査その他の措置の記録を作成 し、施設廃止までの

間保存する。
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地下水等検査項 目の監視

埋立地の上流側、下流側に設けた 2箇所の地下水モニタリング井戸に
おいて水質検査を行 う。分析項 目は下記の地下水環境基準項目とし、検
査結果は水質検査記録簿に記録 し、保管する。また、測定頻度は以下の

表のとお りとし、ダイオキシン類の測定は埋立開始後 2年間実施する。
下流側で地下水に異常が認められた場合 (基準超過または水質の悪化

が著 しい場合など)は、既存処分場の影響か計画処分場の影響かを判別
するため、既存処分場との境界に新設する井戸で水質検査を行 う。な
お、地下水の水質検査の結果が、基準に不適合 となった場合は、知事
(石狩振興局環境生活課)及び江別市へ連絡する。

地下水等検査項 目 電気伝導率

埋立開始前 開始前に1回 開始前に1回

埋立期間中 1回 /年以上 1回 /月

埋立終了後 1回 /年以上 1回 /月

浸透水の水質確認

浸透水採取設備により採取された浸透水について、地下水等検査項 目
(上記分析項 目)を 1年に 1回、BOD又はCODを 1月 に 1回 (埋立終了後

は 3月 に 1回 )水質検査を行い記録 し、保管する。

地下水等検査項 目 BOD

埋立開始前

埋立期間中 1回 /年以上 1回 /月 以上

埋立終了後 1回 /年以上 1回 /3月 以上


